
入間市教育委員会 令和２年７月改定  
新型コロナウイルス感染症発生時 臨時休業等基準  

１ 基本方針 
（１）児童生徒、職員において、新型コロナウイルス感染症の感染者、濃厚接触者等が発

生した場合、狭山保健所と相談の上、出席停止や臨時休業等の判断をする。 
（２）判断基準として下表を原則とする。  
２ 判断基準表 

 ※表作成にあたっては、入間市医師会より助言をいただいています。   ※   部分は厚生労働省より示された基準です。   ※ＰＣＲ等検査２回陰性を確認するまでに、２週間程度要します。 

感染状況 狭山保健所の対応 学校の対応基準 
（１） 
児童生徒 
教職員に  
感染者 
発 生 

第 
１ 
段 
階 

濃厚接触者 
明らかに 
０名 ○臨時休業なし 

○感染者のみ出席停止・出勤停止（職専免）２週間 
濃厚接触者 
確認中 ○学校全部臨時休業（原則２日） 

○狭山保健所による調査・濃厚接触者の確認 
第

２

段

階 
感染 
経路 
判明 

濃厚 
接触者 
０名 ○学校再開 

○感染者のみ ・出席停止       ・出勤停止（職専免） ２週間 
濃厚 
接触者 
１名～ 

○学級閉鎖等 （２週間程度） 
・濃厚接触者全員の陰性確認までの期間 
○学級再開は保健所の確認が必要 
○濃厚接触者 ・出席停止 

・出勤停止（交通遮断休暇） ２週間 
感染 
経路 
不明 濃厚 

接触者 
不明 ○臨時休業又は学級等閉鎖 （２週間程度） 

○学校再開は保健所の確認が必要 
（２）  学校外経路 
濃厚接触者 
発   生 ○濃厚接触者 ・出席停止 

・出勤停止（交通遮断休暇） ２週間 
（３） 濃厚接触者ではないが 
心配がある者 ○本人 ・出席停止     ・出勤停止（交通遮断休暇） 必要な 

期 間 
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